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第13章 株式会社の組織と運営
（３級の復習）

自然人
取引の主体＝人 公法人

法人 財団法人
私法人 非営利法人

社団法人
営利法人…会社●会社の種類

＜会社とは＞

株式会社、合名会社、合資会社または合同会社のこと（会社２①）

営利を目的とする社団法人
…組合式運営が認められる持分会社

意思決定や利益配分の方法を定款で自由に定められる。

持 分 会 社 株式会社
区 分

合名会社 合資会社 合同会社 株式会社

無限責任社員 株主構 成 員 無限責任社員 有限責任社員
（社員） 会576② (会576③) 会576④ ＝有限責任社員（ ） （ ）

（ ）有限責任社員 会25､104

直接・無限 間接有限責任 間接有限責任出 資 者 直接・無限
（ ） （ ）（社員） ・連帯責任 会580② 会104・連帯責任

の責任 （会576②、 (576③､580) (出資は (出資は
会580 580① 直接・有限 全額払込主義 全額払込主義（ ） ）

・連帯責任 :会578､604③) :会34､63､208)

社員の 原則全員が 原則全員が 原則全員が 株主の地位と
業務執行 業務執行権、 業務執行権、 業務執行権、 業務執行権は、

代表権をもつ 代表権をもつ 代表権をもつ 分離されている
（ ） （ ） （ ） （ ）会590 会590 会590 会105ほか

（社員の種類に
よる違いは、 （所有と
廃止された） 経営の分離）

社員の 他の社員全員 原則、他の社員 原則、他の社員 原則自由
地位の の承諾が必要 全員の承諾必要 全員の承諾必要 (会127)

株式譲渡自由譲渡 会585① 会585①② 会585①② (（ ） （ ） （ ）
)の原則

法律が ２人～小規模 ２人～小規模 ２人～小規模 大規模
本来予定 (現行は、 (現行は、 (現状は実体が

）する規模 １人会社も可) １人会社も可) 個人企業も多

人的会社 物的会社会社の 人的会社 物的会社と
性質 …社員相互間の (無限責任社員 人的会社の …株主と会社間

人的信頼関係 の個性が重視 両方の側面 株主相互間の
が前提となる される →内部関係には 関係は希薄）

組合的規律が 信頼の基礎は
信頼の基礎は人 適用される。 会社の財産

↓

資本充実・維持

の原則
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●株式会社のしくみ

（１）株式会社（ ）の特質と債権者保護stock company

は、株式会社

多数の出資者から巨額の資本を集めて 多数の出資者が

大規模かつ長期的に事業を行うことを 参加しやすいしくみ

本来の目的としている。

貸借対照表

負 債

資 産 他人資本 債権者 債権者保護の必要性（ ）

↑

債権者に対し直接の責任なし

純資産 ↑

自己資本 出資者（株主）…出資義務のみ（ ）

（２）株式会社の経営機構

＜ ＞ ＜ ＞株式 間接有限責任

株式会社の所有者としての 株主の責任は、その有する株式の

。（ ）社員たる地位が、 引受価額を限度とする 会社104

細分化された均一的な割合的単位 →引受額までの出資義務を負うのみ

として構成されたもの 会社債権者に対し直接責任はない

○○○○○○○○○○○○○
人人人人人人人人人人人人人

株 主

出資 経営の委任

事業経営
会社資本 経営者

資本制度（ ） 機関の分化（ ）資本充実・維持の原則 所有と経営の分離

・会社財産の適正な評価 ・多数の株主から委託を受けた

→計算制度等の整備 専門経営者による機動的な運用

・計算書類の適正さの確保 ・株主総会、取締役等による機能や

→会計監査人や会計参与の設置 権限の分化と相互のチェック、

・会社財産の維持＝債権者保護 監査役等によるそれらの監視

→剰余金の分配制限（会458）

→厳格な資本金減少手続

（会447､309②９）
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第１節 株式会社のしくみ

Ⅰ 株式会社の機関 … 機関設計は、一定の枠内で、原則自由となった （全19種類）。

株主総会 取締役株式会社として必ず設置する機関 、

状
況 取締役会
に 監査役等
応 のﾊﾟﾀｰﾝ × ○
じ （なし） （設置） 公開会社
て
設 ・監査役等なし ※

監査役置 会 × ・監査役 ・
が 計 （なし） ・監査役会
義 監
務 査 ・監査役 ・監査役 公開会社
付 人 ○ ・ である監査役会
け （設置） ・ 大会社委員会
ら
れ
る 大会社 ※公開会社でも大会社でもなければ
機 ・取締役会＋会計参与 も可能
関

、 。大会社は、会計監査人を設置する。 公開会社は 取締役会を設置する

、 。公開会社である大会社は 監査役会または委員会のいずれかを設置する

上記に加え任意に設置できる機関 会計参与

※株式会社の「役員」＝ 取締役、会計参与、監査役

「譲渡制限のない株式」が存在している株式会社（会２-5）公開会社

「資本金が５億円超」または「負債が200億円超」の株式会社(会2-6)大 会 社

○取締役会設置会社の例
株 主 総 会

・３人以上 ←業務意思決定取締役会
監査 ・任期２年

監査役
・任期３年 ←業務執行、代表取締役

監査 会社の代表
従業員

○指名委員会等設置会社の例
株 主 総 会

取締役会取締役会
各委員会 監査 ・任期１年

監査 報酬 指名・３人以上
委員会 委員会 委員会・社外取締役

過半数

執行役代表執行役
監査

・任期１年執 行 役

従業員

いずれか
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Ⅱ 株式会社の設立
①発起人による定款の作成（26）→ となる原始定款

株式会社の設立
（営利社団法人としての ②株主となるべき者の募集（57）
実態を備える３段階）

③発起人・設立時募集株式の引受人による

出資の履行（34･63）

１ 株式会社の設立手続
（ ）発起人による定款作成 …全員の署名 記名押印

公証人による定款認証
＜ ＞ ＜ ＞発起設立 募集設立

発起人による株式全部の引受 発起人による一部株式の引受

株式の募集→申込→割当

株式発行価格全額の払い込み 株式発行価格全額の払い込み

役員等の選任 創立総会（役員等の選任等）

検査役による変態設立事項の検査

社団としての実体形成

会社の設立設立登記 …
●定款の記載事項

絶対的記載事項 相対的記載事項 任意的記載事項

(記載なければ、定款無効) (記載がないとできない) (定款外での記載も可能)

①会社の目的 ①現物出資 ・株式の名義書換手続

②商号 ②財産引き受け ・定時株主総会招集時期

③本店の所在地 ③発起人が受ける報酬 ・株主総会の議長

④設立に際して出資される その他特別の利益、 ・役員の員数

財産の価格または最低額 発起人の氏名・名称 ・事業年度、決算期

⑤発起人の氏名または名称 ④会社の負担に帰すべき など

および住所 設立費用

⑥株式会社が発行すること

ができる株式の総数

変態設立事項

現物出資 財産引き受け 事後設立

金銭以外の財産による出資 会社の設立後に 設立後２年以内に行う

財産を譲受する契約 事業用財産の取得で、

純資産額の20 超の%
対価となるもの

原則として、検査役による検査が必要 株主総会特別決議が必要

(911)

設立登記 →検査終了等から２週間以内の登記義務会社は登記によって成立する

…発起人等への罰則あり
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２ 設立に対する責任

しないと、株主となる権利を失う(36･63)

払込み履行義務 株式引受人 ＜発起人の権限＞

①定款の作成、株式の引受・払込等に

仮装払込の場合 際して、法律上・経済上必要な行為

↓ 発起設立の発起人 ②開業準備行為のうち、財産引受け

引き続き、全額

払込の義務が継続する

発 起 人 …設立中の会社の機関 善管注意義務

（権利能力なき社団）

現物出資・財産引受けに

関する財産価額填補責任 会社不成立の場合の

（連帯責任：52②) 費用の支払い(56)

設立時取締役

任務懈怠による
(46)

調査義務 損害賠償責任
(93)

(53､54､55)

設立時監査役

＜発起人の任務懈怠責任＞

募集の広告等に ・総株主の同意がなければ、

氏名を表示 疑似発起人 免除されない(53)。

・悪意･重過失の場合(53②､54)

→第三者にも連帯責任
発起人と同様の責任を負う

（参考）預合いと見せ金の禁止

①借財

発起人 銀行 ③発行

預 等 払込証明

合 ②払込み

い

※会社設立後も返済までは預金が引出せない

第三者 ①借財 発起人 ②払込み 銀行 ③発行

見 等 払込証明

せ

金

設立後の会社

⑤返済 ④引出し
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Ⅲ 株式と株主名簿

１ 株式( )とはshare
＜株式＞

社員たる地位の細分化された 持分会社：

均一的な割合的単位 持分複数主義 持分単一主義

２ 異なる種類の株式

●無額面株式

額面株式 …額面金額以上を資本金に計上する（※ 年廃止）2001

無額面株式 …払込金額等の 以上を資本金に計上する1/2
（ ）払込金額等の を超えない金額を資本金に計上しないこと可能1/2

→資本準備金に計上する

●種類株式

(108①1-2)
優先株 …剰余金配当、残余財産分配について普通株より優先的取扱いを受ける

混合株 …ある点では優先的取扱い、ある点では劣後的取扱いを受ける

劣後株 …剰余金配当、残余財産分配について普通株より劣後的取扱いを受ける

議決権制限株式 …株主総会での議決権行使事項について一定の制限を受ける
(108①3)

譲渡制限株式 …譲渡による取得について会社の承認が必要(2-17､108①4)

(2-18､108①5)
取得請求権付株式 …株主が会社にその株式の買い取りを請求できる

取得条項付株式 …会社が一定条件の発生により、その株式を買取りできる
(2-19､108①6)

全部 …会社がその種類の株式の全部を買い取ることができる
取得条項付株式 （株主総会の特別決議が必要） (108①7)

拒否権付株式 …いわゆる「黄金株」株主総会や取締役会などの決議に加え
当該株主の決議が必要とされる

役員選任権付株式 …当該株主の (108①8)
種類株主総会において役員の選任を認める(108①9)

３ 単元株制度

複数( または発行済み株式総数の を超えない数)の株式を1000 1/200
まとめた１単元に対し、１個の議決権を付与する制度(188～)

→単元未満株に議決権はない …定款により、その他の権利も制限可能

(189②)
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４ 株券と株主名簿

会社は、株主への株主名簿

…… 通知・催告を株 券

…… 株主名簿に基き

…… 行えば、

株 券 …… 通常到達時に

‥‥ 到達したとみなす

(126①2)

株主

株式を表章する証券 （出資者） 株主および株式に関する事項

を記載･記録した帳簿(電磁的記録)

株券不発行の原則 (117⑥) 作成義務(121)

本店への据え置き義務(125①)株式発行会社

定款の定めにより発行可能(214) 株主名簿の名義書換え 前株主と共同

その場合でも、譲渡制限会社は 発信主義

請求あるまで、非発行可能 会社・第三者への対抗要件(130)

↑ (140)

株券がある場合はその専有

株券不所持制度(217)

（ ）株主名簿の基準日 124①基準日制度

善意取得による

失権の危険を避ける 株主名簿の記載・記録をもとに、

権利者となる株主を確定する日のこと

（ ）基準日株主

●上場企業における株券の電子化 …｢社債､株式等の振替に関する法律｣

＜株式等振替制度とは＞

上場会社の株式等に係る株券等をすべて廃止し、

株主等の権利の管理（発生､移転及び消滅）を、電子的に行うもの

証券保管振替機構(保振：ほふり)

及び証券会社等に開設された口座

※株券の性質 株券の善意取得(131②)

・文言証券、設権証券でない。 悪意または重過失なく、株券の交付

・無因証券でもない。＝有因証券 を受けた者は、株式の権利を取得する

株券による権利の推定(131①) 株券喪失登録制度

株券の占有者は、当該株券にかかる 喪失株券の善意取得防止のため、

株式の権利を適法に有すると推定する 登録により株券を無効にできる制度
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５ 株式の譲渡

(127) …株主に投下資本回収の途を与える株式譲渡自由の原則

株式譲渡自由の原則の制限 …同族会社等へも配慮

法定 権利株(設立前の株式引受人の地位)の譲渡制限(35､50②､63②)

株券発行会社の株券発行前の株式譲渡制限(128②)

親会社株式の子会社による取得制限(135①②､800)

企業結合の規制手段（独占禁止法９②､10､11､14）

インサイダー取引の規制（金融商品取引法166､167）

譲渡制限株式 …下記のほか、定款で別段の定めも可能(139①但)

・譲渡の承認請求(136､138-1号)

・譲渡非承認の場合の処置請求
譲渡非承認

の場合

・譲渡しようとする株主 会 社 ・自ら買取
共同で

・株式譲受人 (株主総会) ・譲渡の

相手方

を指定
・取得の承認請求(137､138-2号)

・譲渡非承認の場合の処置請求

●株式譲渡の方法 譲渡の効果 第三者への対抗要件

株券不発行 意思表示のみ 株主名簿への記載

株券発行 意思表示＋株券交付 株券の占有

株券電子化 振替口座簿への記載又は記録

６ 自己株式( )の取得と保有treasury share
（１）自己株式の取得・保有に関する規制 貸借対照表

●自己株式規制の理由

①実質的に出資の払戻となり、資本維持の原則に反すること 現金等 他人

②株価操縦のおそれがあること の資産 資本

③現経営陣の地位保全に用いられるおそれがあること

④特定の株主のみが有利に扱われることにより、 自己 自己

株主平等原則に反するおそれがあること 株式 資本
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●自己株式の取得ができる場合(155)
①取得条項株式の条件譲受
②譲渡制限付き株式の譲渡不承認の場合の買取請求
③株式の有償取得（株主の合意＋総会決議）
④取得請求権株式の取得請求
⑤全部取得条項付株式の取得決議
⑥譲渡制限株式の相続人等への売渡請求
⑦単元未満株の買取請求
⑧所在不明株主の株式取得
⑨端数株の取得
⑩他の会社の全部を譲り受ける場合の継承
⑪合併により消滅する会社からの継承
⑫吸収分割する会社からの継承
⑬その他、法務省令で定める場合

（２）自己株式取得の手続き

●株主との合意による取得

●特定株主(子会社を除く)からの取得

株主総会の決議(156) 普通決議 ・全株主に対する通知(160②)

(160①)特別決議 ・株主による売主追加請求(160③)

・取得株式数 下記の場合不要

・対価の内容と総額 ・市場価格を以下での取得

・取得可能期間(１年以内) ・譲渡制限株式の相続人等への売渡請求

・定款での別段の定め

取得条件の決定(取得の都度) 取得株式数

（取締役会設置会社 (157) １株の対価の内容、算定方法など

の場合は 取締役会決議が必要 取得の対価の総額、 ）

申込期日

株主に対する通知(158①) …株主との合意による取得で公開会社の場合、

通知に替え公告でもよい(158②)。

株主による譲渡の申込(159) ●取得請求権付株式の株主による取得請求

(166)

●自己株式の処理

会社への株式の譲渡 保有 …いわゆる｢金庫株｣←議決権なし

対価の交付 取締役の決定（取締役会の決議）

●市場取引・公開買付( )による取得 処分 …譲渡するTOB

株主平等原則違反のおそれなし→要件緩和 移転 …新株発行に替えて行う
(165①)

定款にて取締役会が授権決議できる(165②) 消却 …株式を消滅させる(178)
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Ⅳ 株主と株主総会（ ）shareholder & shareholder's meeting
１ 株主( )の権利･義務shareholder

義務 出資義務(104)
株主

①剰余金配当請求権
…会社から経済的自益権

権利 ②残余財産分配請求権 利益を得る権利

③株主総会における議決権 …会社の管理運営共益権
に参加する権利

（１）株主の義務

株式引受人は、株式の引き受け価格を限度とする出資義務を負う(104)。

（２）株主の権利 (※)定款をもってしても全部を奪えない

自 剰余金配当請求権(105①1)(※)、残余財産分配請求権(105①1)(※)

益 名義書換請求権(133)

権 単 募集株式の割当を受ける権利(202)、新株予約権の割当を受ける権利(241)

独 株式買取請求権(469)

株

主 議決権(105①3)、株主総会議題提案権(304)、累積投票請求権(342)

権 設立無効の訴え提起権(828②1)、株主総会決議取消請求権(831)

責任追及等の訴え(代表訴訟)提起請求権(847)

取締役の行為差止請求権(360)

共

益 （取締役会非設置の場合は単独株主権） 株主総会議題提案権など

権 議決権の１％以上か300個以上※ (303 305)、

議決権の１％以上※ 総会の検査役選任請求権(306)

少 議決権の３％以上※ 株主総会招集権･同請求権(297)

数

株 議決権の3%以上か発行済株式の3%以上※ 役員の解任請求権(854)

主 清算人の解任請求権(479)

権

議決権の3%以上か発行済株式の3%以上 帳簿閲覧権(433)

業務執行検査役選任請求権(833)

議決権の10%以上か発行済株式の10%以上 会社解散請求権(833)

議決権の3%以上 更生手続開始の申立権(更17②2)

※印：公開会社の場合は、６ヶ月以上引き続き保有する必要性がある

※ 株主代表訴訟 …株主が訴訟において、会社の代表機関的地位に立つことにより、

自ら取締役の会社に対する責任を追求できるもの(847)
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（３）株主平等原則

株主平等の原則

株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、
平等に取り扱わなければならない （会社 ①）。 109

(内容の平等) (取扱いの平等)○○○○○○○○○○○○○
人人人人人人人人人人人人人

株 主

資金調達の便宜など 監督是正権の濫用防止
株主平等原則に違反した
会社の行為は無効である

but
（例外）種類株式 不利益を受ける株主の （例外）少数株式権

承認があれば
直ちに無効にはならない

２ 株主の議決権

株主の議決権 一株一議決権の原則 (308①本文)

( )voting right
議決権制限株式(108①3)

例外 自己株式(308②) 金商法施行令等

単元未満株式(308①但) →代理行使の

株主平等原則の例外の定め(109②) 勧誘には規制

代理行使 …会社に委任状を提出して、代理人による行使ができる(310)
※代理人を株主に限る定めは有効であるが、その定めによっても
株主たる会社の従業員や代理人としての弁護士は排除されない

書面行使 (298①3)
…議決権株主 名以上の場合は、制度導入義務1,000

電磁的方法による行使 (298①4) (298②)

不統一行使 …複数の議決権を有する場合、異なる意思表示も可能（313）

(取締役選任の) …少数派株主の意見反映のため、
取締役の人数分だけ与えられている投票権を累積投票
その人数以下の候補者に集中して投票できる制度(342)
→定款で排除している会社も多い

３ 株主総会

＜ とは＞株主総会

株式会社の実質的所有者である株主によって構成される機関であり すべての、

株式会社の組織・運営・管理その他の株式会社に関する一切の事項に 株式会社

ついて決議することができる(会295①)株式会社の に設置意思決定の最高機関

する｡

株主総会 取締役会がない → 万能機関…権限に制限なし（295①）
（ ）の 295②

決議事項 取締役会設置会社 → 会社の基本的事項に限る…法定・定款の定め

法定の決議事項の決定を他に一任できない(295③)…定款の定めも無効

取締役会の決議事項を株主総会の決議事項とすることは原則可能
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●株主総会の招集

定時総会 毎事業年度終了後(決算後)一定の時期に招集される 株主総会は

296① １事業年度に（ ）

臨時総会 必要に応じて臨時に招集される 296② １回以上必要（ ）

（ ）招集決定 取締役 取締役会

（議決権の３％以上を６ヵ月前より保有）

招集通知 取締役 代表取締役 (297)（ ） 少数株主による招集請求

２週間 遅滞なく手続き

前まで 裁判所の許可 が行われない等

(299①) ・株主総会参考資料

・議決権行使書面など …招集通知の方法：原則自由

(例外)書面決議・電磁決議を認めた場合

→書面招集・電磁招集

招集期間の短縮（定款の定め）

招集手続きの省略・非公開会社 → １週間まで

・取締役会なし→更に短縮可能 ・株主全員の同意( )300

、 。※書面決議・電磁決議を認めた場合は 招集の省略・短縮はできない

議題提案権

議案提案権…単独株主権株主提案権

（ ）株主提出議案の要領の株主への通知請求

取締役会設置会社→少数株主権(1%)

総会の目的事項に関し、 取締役会なし →単独株主権

、開 催 株主全員の同意があれば

し、決議等があったとみなす( ､ )総会の開催自体を省略 319 320

株主の重要な利益 計算書類の承認
に関する事項 剰余金の配当 普通決議(309①)

機関の選任・解任 役員･会計監査人･清算人の選任 ※監査役の解任、
に関する事項 と解任※ 累積投票選任

の取締役の解任
役員の専横の危険 役員の報酬額の決定 については、

が大きな事項 特別決議

会社の基礎、 定款の変更､資本の減少､事業譲渡 特別決議(309②)
事業の基本に 会社の解散・合併、株式の併合

関わる事項 第三者への募集株式有利発行など

発行株式の全部を 特殊決議(309③)
譲渡制限株式とする定款変更など

株主平等原則の例外の定め(109②) 特殊決議(309④)
についての定款変更
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●株主総会の決議方法

定足要件 出席株主数 決議要件（議決権数）（ ）

普通決議 309① 議決権株主の過半数 出席株主の議決権の過半数（ ）

特別決議 309② 議決権株主の過半数 出席株主の議決権の２／３以上（ ）

特殊決議 309③ 議決権株主の半数以上 出席株主の議決権の２／３以上（ ）

特殊決議 309④ 総 株 主の半数以上 総 株 主の議決権の３／４以上（ ）

、 （ ）※取締役会設置会社においては 招集目的(298①2)以外の決議はできない 309⑤

※定款の定めにより各要件の過重も認められる。

特別決議の定足数については一定の緩和も可能。

＜バーチャルオンリー株主総会＞

「場所の定めのない株主総会 （産業競争力強化法の改正による会社法の特例）」

→インターネット等の手段により出席する形式の株主総会

①遠隔地の株主でも出席しやすい

②物理的な会場の確保が不要で運営コスト低減

③出席者が一堂に会する必要がなく感染症等りすくの低減

４ 総会屋への利益供与の禁止

株式会社は、何人に対しても

120 株主の権利の行使に関し、総会屋への利益供与の禁止（ ）

財産上の利益の供与をしてはならない

利益を受けた者の返還義務（120③) 正当対価や子会社計算でも禁止

（ ）関与した取締役等が連帯して供与利益相当額を会社に支払う義務 120④

…過失責任

：罰則…３年以下の懲役または300万円以下の罰金（970①2）利益供与罪

総会屋への利益供与

株主総会の形骸化 会社側の態度 株主発言の忌避…議事進行優先

出席しにくい日程…多社同時開催

株主自体の関心の低さ…経済的利益に偏る

株主総会実質化の動きの芽生え

情報開示制度の充実
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Ⅴ 株式会社における業務執行者

１ 取締役( )の役割と責任director

（１）取締役の役割 取締役の人数 業務執行の決定 業務執行権 代表権

取締役会なし １人以上 過半数の賛成 各 人 各 人

取締役会設置会社 ３人以上 取締役会決議 代表取締役・ 代表取締役

業務執行取締役

(会社330)委任の関係
取 会

取締役は、会社のために
締 法令の範囲内で、最善をつくす

報酬に関し
役 (具体化) 社 株主総会の

民644 会社355 承認を得る善管注意義務 忠実義務（ ） （ ）→
（ ）義務 361

特別の義務(利害調整)

競業避止義務(356①1) 利益相反取引の制限(356①2,3)

対 象 会社が実際に行う事業と競合し 会社の犠牲の下で、取締役が、

利益の衝突をきたす 自己または第三者の利益を図る

おそれのある取引 おそれのある取引

事前の手続 取引の重要な事実を開示し事前に株主総会(取締役会)の承認を得る
(356、365①)

違反の効果 ・取引自体は有効 ・直接取引については無効

・会社による介入権行使 （第三者悪意で間接取引も無効）

・任務懈怠による損害賠償(423)

・総株主の同意による責任の免除(424)

承認済取引 ・任務懈怠による損害賠償(423)

による損失 （当該取引の決定や承認決議に賛成した取締役を含む）

・総株主の同意による責任の免除(424)

事後手続 ・取引終了後、当該取締役が取引の重要な事実を報告する

・無報告、虚偽報告の場合は過料(976-23)

（２）取締役の責任 過失責任

会社(株主) 任務懈怠責任(423) 取締役 損害賠償責任(429) 第三者

(424) 責任の免除←総株主の同意が必要（議決権制限株主を含む）

（株主総会決議は不要）

(425) 責任の一部免除←取締役の善意･無重過失

＋株主総会の特別決議

（定款の規定による過半数取締役の同意）
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（３）社外取締役
多様な人材による活性化 有価証券報告書の提出義務

社外取締役(2-15) 業務執行に対する監視 →社外取締役を原則設置

(327②)
当該株式会社または子会社の業務執行取締役等でない（ 年間）10

（業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人）

親会社等の関係者（役員もしくは執行役または支配人その他の使用人）でない

経営者や重要な使用人の近親者でない
善管注意義務・忠実義務

常に非業務執行取締役 責任限定契約(427)も可能 競業避止義務
利益相反取引の制限

２ 取締役会
（法令･定款による株主総会の決議事項を除き）

取締役会 …業務執行に関する重要な事項につき決定する(362)

招集…各取締役が招集権限(定款による限定あり)(366①)

株主や招集権限のない取締役も招集請求できる（367､366②3）

会日の１週間前までに通知(368①)

（ ：368②）取締役全員の同意があれば招集手続の省略可能

運営…過半数出席その過半数で決議

書面･電磁による持ち回り決議も可能、報告も全員通知で替えられる

代表取締役等の職務執行状況の報告は現実の開催が必要

議事録…法務省令所定の議事録を作成し､取締役及び監査役が署名･記名押印

決議に参加し議事録に異議をとどめてなければ決議賛成の責任あり

年間本店に据え置き、株主･会社債権者の閲覧に供す10

、 （ ）取締役会決議事項 …過半数の出席 その過半数 ：369①括弧定款で加重可

１）重要な財産の処分および譲り受け
設置会社 ２）多額の借財
では、取 一般的な ３）重要な使用人の選任・解任
締役会の 法定決議事項 ４）重要な組織の設置・変更・廃止
専決事項 ５）業務の適正を確保するために必要な体勢の整備

(362④) その他重要な業務執行

株主総会の日時・場所・議題等の決定(298)
取締役に 代表取締役の選定・解職(362②3)
委任不可 取締役の自己取引および競業の承認(256､365)

募集株式の発行(200)
具体的な 新株予約権の発行(239)
法定決議事項 社債の発行(362④5､676)

計算書類の承認・確定(436③)
準備金の額の減少(448)
株式の分割(183)
株式譲渡の承認及び承認拒否に伴う買取人の指定

(139､140)＜取締役会の形骸化と活性化の試み＞

取締役会の形骸化
＜任意の対応措置＞ ＜法定制度に発展＞

機動性の低下(多人数、少開催) 常務会による実権掌握→特別取締役

指名委員会等設置会社議事録作成による保全低下 執行役員の分離 →

社内取締役が多く監視機能低い 社外取締役の導入 →一部義務づけ
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４ 代表取締役の役割と責任 取締役・取締役会の決定に基づき(363①1)、

一切の裁判上または裁判外の行為を行う(349④)
＜代表取締役とは＞

会社を代表し、かつ会社の業務執行を行う機関 定款により権限の制限は可能

会社を代表する取締役 (47､349) ただし、善三者には対抗不可

選任 (349③) 終任
表見代表取締役 (354)

株主総会決議 任期満了、辞任

取締役の互選 株主総会決議での解任 代表取締役のような肩書を付し

取締役会決議での解職 相手方が代表権ありと誤認した

※取締役会設置会社 被選任資格の喪失 取締役の行為に会社は責任負う

では必須(362②3) ※役付取締役は法定制度ではなく

権限、責任があいまい●会社債務と代表取締役

代表取締役というだけでは、会社債権者に対して直接的な責任負担はないが、

実務上、個人として連帯保証人となることが多く、この場合はその責任を負う。

４ 会計参与 …取締役と共同で計算書類等を作成する役員

取締役に準じた取扱い
株主総会での選任

（任期２年） 会計参与 会社との関係、任期、登記
株主総会での解任

報酬決定、責任追及の訴え

株主総会での説明義務など
閲覧･謄写権(374②前)
報告聴取･調査権(374②後③後)
子会社調査権(374③) 報告義務(375)
株主総会意見陳述権(377) (345①2) 取締役会出席・意見陳述義務(376②)
会計参与選任等への意見陳述権 計算書類等の備置義務(378)

５ 監査役 …取締役の行為の当不当妥当性の監査

業務監査

監査 …法令・定款への適合・違反適法性の監査

← 条件により、これのみに限定できる(389) 監査役の会計監査

要登記(911③17) 権限

公開会社、監査役会 株主総会の監督権限の強化 報告義務(382)

大会社、会計監査人 による業務監査機能の補完 取締役会の出席義務

のいずれでもない と意見陳述義務(383)

報告聴取・調査権(381②)

取締役の職務執行 子会社調査権(381③)

）監 査 役 の監査にあたる 取締役会の招集請求権および招集権(383

会社役員(381①) 取締役行為の差止請求権(385)

取締役への訴えの会社代表権(386)

監査役選任等への意見陳述権(345①2-4)

監査役選任議案への同意権(343)
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６ 監査役会
(390)

監査役全員で構成される機関 監査報告の作成監査役会

常任の監査役の選定・解職

監査役は職務執行状況を報告する 監査役の職務執行に関する事項の決定

、 （ ）監査役設置会社の監査役会 ３人以上 うち半数以上が社外監査役 335③

７ 会計監査人 … (会329､330､399､847､911等)役員ではないが、役員に準じた扱い

＜ とは＞会計監査人

監査役と並んで、計算書類の監査を行う会計の専門家、 公認

大会社や委員会設置会社には 設置が義務づけられる (327⑤､328) 会計士、 。

または

任意での設置もできる(326②) 監査法人

（ ）会計監査に関する権限 (396) 337①調査権限

(398)株主総会での意見陳述権

９ 指名委員会等設置会社…取締役会の中に次の３つの委員会を置いた株式会社( )2-12
取締役会

＜取締役会の権限(416)＞※使用人との兼任禁止

・経営の基本方針の決定（長中期の計画等） ・法定の重要事項の決定

(※決議で上記の決定につき、一部を除き執行役に委任できる：416④)

・執行役等の選任 ・取締役や執行役の職務遂行の監督

（※取締役としては業務執行権なし:会415、執行役との兼任は可能:402⑥）

各委員会の選任…取締役会の決議で選定､３人以上､社外取締役が過半数(400)

指名委員会 監査委員会 報酬委員会

取締役･会計参与 ・執行役等(取締役･執行役､会計参与) 執行役等の個人

の選任と解任に の職務遂行の監査､監査報告書の作成 別の報酬の内容

関する株主総会 ・会計監査人の選任と解任、再任拒否 内容決定方針を

議案内容の決定 に関する株主総会の議案内容の決定 定める

（ ） （ ） （ ）404① 404② 404③､409①

報告聴取・調査権 報告義務

子会社調査権 執行役､子会社執行役等

取締役行為の差止請求権 との兼任禁止(400④)

取締役への訴えの会社代表権

※監査役は設置できない(327④) ・取締役会決議により

委任された業務執行の決定

※各企業が任意に定める ・業務の執行 (418)執 行 役

｢執行役員｣とは異なる
↑

会社法上の機関ではない 代表執行役 …一切の裁判上または裁判外の行為

（ ）420
表見代表執行役 (421）
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８ 監査等委員会設置会社

＜ とは＞監査等委員会設置会社

取締役会監査等委員会を置く株式会社(2-11の2) 会計監査人が必要(327①)

監査役は設置できない

業務執行取締役や使用人等
株 主 総 会との兼任禁止(331③)

取締役会・取締役３人以上 (331⑥)
監査等・社外取締役半数以上

監督委員会

・役員の職務執行の監査 監査
代表取締役・会計監査人の選任･解任､

不再任案の内容の決定

・他の取締役の選任･解任､ 執行役の設置なし
辞任、報酬等の意見決定 従業員

(399②3)

Ⅳ 内部統制システム (施行規則98､100､110ﾉ4､112)

①取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

②損失の危険の管理に関する規程その他の体制

③取締役の職務執行が効率的に行われることを確保する体制

④使用人の職務執行の法令・定款への適合を確保する体制

⑤企業集団における業務の適正を確保するための体制

＋ 業務決定の適正を確保する体制(取締役２名以上)

取締役→株主の報告体制(監査役未設置)

監査役の実効性確保の報告体制など(監査役設置)

(362④6､399ﾉ13②､416②)

会社法の内部統制システム 基本方針は必ず取締役会で決定する

(未設置の場合は取締役の過半数：348③4)

…全ての業務執行の適正化

＜ とは＞内部統制システム

株式会社や連結企業集団の の体制を構築していく仕組み業務の適正を確保するため

…主として財務統制の面からの規制 公認会計士の監査証明を受け提出

金融商品取引法の内部統制システム ６つの基本的要素 → 内部統制報告書

統制環境 (金商法193ﾉ2②)

４つの目的 リスクの評価と対応

業務の有効性・効率性 統制活動

財務報告の信頼性 情報と伝達

法令遵守 モニタリング

資産の保全 ＩＴへの対応
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第２節 株式会社の運営

Ⅰ 剰余金の配当

１ 剰余金の配当 ※中間配当もできる

会社は その株主(自己株式を除く)に剰余金の配当をすることができる(453)、

①配当財産の種類および帳簿価額の総額

株主総会での普通決議(454①) ②配当財産の割当てに関する事項

③剰余金の配当が効力を生ずる日

現物配当等は特別決議(454④､309②10)

分配可能額＝①剰余金の額

(461) ＋②臨時計算書類の期間利益の額＋当該期問中の自己株式処分額

.－③自己株式の帳簿価格

－④最終事業年度末後の自己株式処分額

－⑤臨時計算書類の期間の損失の額

－⑥法務省令で定める額

剰余金の額＝①最終事業年度末の資産の額

(446) ＋②最終事業年度末の自己株式の帳簿価格

－③最終事業年度末の負債の額

－④最終事業年度末の資本金及び準備金の額

－⑤最終事業年度末の法務省令で定める額

＋⑥最終事業年度末後に処分した自己株式の額－帳簿価額

( )＋⑦最終事業年度末後の資本金の減少額 準備金とした場合は除く

( )＋⑧最終事業年度末後の準備金の減少額 資本金とした場合は除く

－⑨最終事業年度末後に自己株式を消却した場合のその帳簿価額

－⑩最終事業年度末後に剰余金の分配をした場合のその額

－⑪法務省令で定める額

、 。※純資産額が300万円未満の場合は 剰余金があっても配当できない(458)

２ 違法配当 …配当そのものは無効

①交付を受けた株主…善意の株主は求償対応義務なし(463)

違法配当の責任 ②当該業務執行者
過失責任…総株主の同意があれば免除

(462③)(462) ③議案提案取締役

連帯して 株主が交付を受けた金銭等の帳簿価格に相当する金銭の支払

会社へ 会社債権者へ（第三者へ）

剰余金の配当により期末に欠損を生じた場合の責任 ②当該業務執行者 (465①)

（取締役､執行役など）

欠損額の支払い…総株主の同意があれば免除 (465②)
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（参考）資本勘定の変動

資本金

準備金の 資本金の
減少 (448) 減少 (447)準備金

資本準備金
資本金の
増加 (450) 利益準備金

準備金の 準備金
増加 (451) の減少剰余金

(448)
その他の資本剰余金

その他の利益剰余金
剰余金
の処分 任意積立金
(452)

当期純利益(452)
剰余金の

（ ）繰越損失 配当等 分配
(459～465)

自己株式株主への配当
(454～458) 有償取得

金銭による配当

株主への利益還元 単純に現１株を整数倍に分割

株式の分割 剰余金を資本に組み入れ新株を発行
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Ⅱ 会社の計算

１ 会社の計算とは

… の営業上の財産および損益の状況を明らかにするための作成義務商業帳簿 商人

（ 、 ）商19② 会社432①
会計帳簿・貸借対照表

電磁的記録も可
取締役の恣意・不正の防止計算書類

↓
事業報告 の財産の確保 …作成義務(435②)株式会社

↓
株主および会社債権者の利益の確保附属明細書

２ 計算書類等

（１）企業会計原則：一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行（会計慣習の要約）

会計諸則 …計算規則(会社法)、財務諸表等規則(金商法)

損益計算書原則
会計原則 … 一般原則 注解企業会計原則

貸借対照表原則

会計公準 …構造的公準、要請的公準

（２）計算書類と財務諸表（ ）financial statements
計算書類等（会社法） 財務諸表（金商法）

計 ① 貸借対照表 ① 貸借対照表

算 ② 損益計算書 ② 損益計算書

書 ③ キャッシュフロー計算書

類 ③ 株主資本等変動計算書 ④ 株主資本等変動計算書

④ 個別注記表

⑤ 事業報告

⑥ ①～⑤の附属明細書 ⑤ 財務諸表の附属明細書

（３）計算書類等の作成手順

取 締 役 でも可 などWeb 官 報

執 行 役

会計参与 貸借対照表

大会社は

作成(374①) 監査役 損益計算書も 資 産 負 債

(436①②) 監査役会

監査 会計監査人 公告計算書類

承認 取締役会 (440) 純資産事業報告

(436③)附属明細書

提出 提供、報告

(438) □□□本支店□□□

定時株主総会 承認 □□□ □□□

据置き

株主・投資家の閲覧（会社442）
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３ 情報開示（ディスクロージャー）

計算書類等の 連結計算書類等

情 会社法上の ①定時株主総会招集通知への添付 有価証券報告書提出の

情報開示 ②定時株主総会承認後の公告 大企業は作成義務あり

報 ③備置き・公示、株主等の閲覧権 (444)

＜企業集団＞
開

金融商品 有価証券報告書、半期報告書など 連結財務諸表による

示 取引法上の ・企業情報（財務諸表を含む） 集団全体の開示

情報開示 ・監査報告書 など

Ⅲ 会社の資金調達

内部資金の調達…利益の内部留保、資本準備金、利益準備金

会社の 各種引当金、減価償却 など

資金調達 外部資金の調達

自己資本として…新株・新株予約権の発行(ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧｲﾅﾝｽ)

他人資本として…社債の発行、長期借入金

ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ、短期借入金

債権譲渡（ファクタリング）

企業間信用（支払手形） など
１ 募集株式の発行等

（１）募集株式の発行 ( )issue of shares for subscription
●授権資本制度

設立時に を発行(37③)1/4
授権株式数 設立後の発行

↑(37①)
定款にて規定…定款変更による増加も可能（発行済株式総数の４倍以内：113③1）

（２）募集株式の発行手続き

株主割当てによる発行 株主割当て以外の発行

(202①) 募集事項等の決定 (199①②)(200①③)

(202④) 通 知 (203①)

引受けの申込(203②3) 割当て (204①2)
申込なき場合の失権

(204④) 割当の通知 (204③)

出資の履行 (208①2)
出資なき場合の失権 出資なき場合の失権

(208⑤) (208⑤)
変更登記 (911③5,9)
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（３）不公正な募集株式の発行等に対する救済措置

不利益のおそれ 定款・法令違反

株 主 募集株式の発行

著しく不公正な方法募集株式の発行等

(210) 不公正な差止請求権

払込金額での引受
新株発行等無効の訴え公正な価格との ･

会 社 差額支払義務 引受人 取締役 ･ (828①2,3)新株発行等

(212①1) (829)不存在確認の訴え
（通じての行為）

２ その他の資金調達方法

新株予約権 株式の交付を受けることができる権利(2-21)。

有償発行等により、資金調達が図られる。

社債 会社を債務者とする金銭債権であって会社法676条に従い償還

。 。されるもの(2-23) ※新株予約権付社債もある

コマーシャル 短期資金調達のための無担保の約束手形。

ペーパー ＣＰ 日本国内の企業が日本国内で発行する。（ ）

社債株式振替法上の「短期社債」になることもある。

金融機関等から 当座貸越､預金担保借入､信用保証協会保証付借入､商業手形割引

の資金調達 不動産・有価証券等の担保による借入

（短期借入：１年以内、長期借入：１年超）
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Ⅳ 事業規模の拡大と企業結合 … 独占禁止法の規制にも注意

１ 企業買収（ ：Ｍ＆Ａ）mergers and acquisitions
既に発行されている株式の取得

株式取得 新たに発行される株式の取得

企業買収 事業の全部の譲渡
事業の重要な一部の譲渡

事業の譲渡
簡易な事業の譲渡・譲受け
略式事業譲渡・譲受け

（１）株式取得による企業買収

●既に発行されている株式の取得

・上場株式の取得…原則として公開買付け(金商法27ﾉ2)

５％を超える場合は、内閣総理大臣へ届出(金商法27ﾉ23)

・企業結合制限による公正取引委員会への「株式保有報告書」の提出(独禁10)

●新たに発行される株式の取得 …第三者割当増資

・第三者に対する有利発行の場合は、公開会社であっても、

株主総会での特別決議が必要(199②③、201①、309②5)

＜企業買収のイメージ＞

・株式買収

（株主） ▲▲▲▲ ◆◆◆◆ ▲▲▲▲ ◆◆◆◆

（ ）（会社） Ａ Ｂ ￥￥￥￥ Ｂ 株主→

（ ）Ａ 会社

・株式交換（全部取得：2-31）

（株主） ▲▲▲▲ ◆◆◆◆ ▲▲▲▲ ◆◆◆◆

（ ）（会社） Ａ Ｂ Ｂ 株主→

（ ）Ａ 会社

（２）事業の譲渡による企業買収（ ）business transfer
＜事業の譲渡とは＞

①一定の事業目的のために組織化され有機的一体として機能する

財産の全部または重要な財産を譲渡し、

②譲渡会社がそれまで営んでいた事業活動が譲受人に承継され、

③譲渡会社がそれに応じて法律上当然に競業避止義務を負うもの

(最大判昭40.9.22民集19-6-1600)

●事業の譲渡の手続き

(362④) (467①) 負債
＜譲渡会社＞ (416④15) (309②12) 必

譲渡資産 要
譲 取締役会 営 株主総会での 営 資本 に
渡 の決議 業 特別決議 業 応
内 譲 譲 じ
容 渡 渡 定
決 取締役会 契 株主総会での 実 負債 款￥
定 の決議 約 決議 施 変

資産 更
＜譲受会社＞ 譲渡会社の営業の全部を 資本

譲受ける場合→特別決議
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●簡略な手続きによる営業譲渡

簡易な事業の譲渡・譲受け 略式事業譲渡・譲受け

＜譲渡会社＞ ＜譲受会社＞

＜特別支配会社＞

譲渡資産が 譲受資産が 被支配会社の総株主の

譲渡会社の 譲受会社の 議決権の9/10を有する

総資産の 総資産の

1/5未満 1/5未満

↓ ↓ 事業の譲渡・譲受け

株主総会の 株主総会の

承認不要 承認不要

(467①2 (468②) ＜被支配会社＞

括弧書き)

被支配会社における

未満 未満 株主総会の承認不要(468①)1/5 1/5

●事業の譲渡の効果

「組織化された有機的一体として機能する財産（機能財産 」に含まれるか？）

・雇用関係 … 移転する。但し労働契約の移転には従業員の承諾が必要(民625①)

・債 務 … 移転しない。別途手続きが必要 （債務引受など）。

・競業避止義務 … 同一の市町村内および隣接する市町村内で20年間(21①)

２ 合併に関する契約と法務

会社法上の４種の会社間で自由に合併することができる(748)

●新設合併

（株主） ▲▲▲▲ ◆◆◆◆ ▲▲▲▲ ◆◆◆◆ （株主）

（会社） Ａ Ｂ Ｃ （会社）→

許認可等の再申請、全株式の発行
●吸収合併

（株主） ▲▲▲▲ ◆◆◆◆ ▲▲▲▲ ◆◆◆◆ （株主）

（会社） Ａ Ｂ Ｂ （会社）→

解散会社 存続会社 承継、費用の点で有利

※解散した会社は、存続会社になれない(478①、643①)。
●合併の手続

合併契約 株主総会の特別決議 反対株主・ 登記・

の締結 または総社員の同意 債権者の保護 株式の併合

(748､749､751､753､755) (783①､795①､804①等) 反対株主株式買取 交換比率の

※株主・債権者による 請求権(785､797) 整数化のための

合併内容の閲覧等 債権者の異議申立 消滅会社株式の

(782､794､803､815) 等(789､799､810等) 併合など



- 132 -

●合併手続きによる決議要件

株主総会の特別決議 （原則：783①､795①､804①､309②12）

株主総会の特殊決議 …公開会社である消滅会社の株主への対価に

譲渡制限株式が交付される場合(309③2､3)

消滅会社総株主同意 …消滅会社の株主に持分等が交付される吸収合併(783②)

設立会社が持分会社である新設合併(804②)

株主総会決議の省略 簡易合併…消滅会社株主に交付される対価の合計が

存続会社純資産額の1/5を超えない吸収合併

→存続会社での承認決議不要

略式合併…特別支配関係にある会社の吸収合併

→被支配会社での承認決議不要

３ 親子会社に関する契約と法務

（１）親会社・子会社（ ・ ）parent company subsidiary company

親会社 …株式会社を子会社とするかまたは、その経営を支配している法人(2-4)

子会社 …他の会社が 議決権の過半数を有するか 経営を支配している法人(2-3)、 、

持株基準 と 支配力基準

100％保有 孫会社
％保有 子会社 いずれも親会社Ａの60

子会社となる
親会社Ａ ％保有 孫会社60

％保有40
？ …取引関係や役員派遣など実質的な支配関係で判断

（２）親子会社に対する規制

①子会社による親会社株式の取得制限(135)

②子会社の所有する親会社株式の議決権制限､相互保有の株式の議決権制限(308①)

③親会社監査役による子会社調査権(381③)

④親会社会計参与と子会社取締役、監査役、執行役、使用人等の兼務禁止(333③1)

⑤親会社監査役と子会社取締役、会計参与、執行役、使用人等の兼務禁止(333③1)

⑥子会社関係者の親会社会計監査人への就任禁止(337③)

⑦連結計算書類の作成義務
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（３）完全親会社と完全子会社

●株式交換と株式移転（ ( ) ）share exchange stock swap & share trancefer
・株式交換(2-31)…既存企業との間で行う →全株式を取得し完全子会社とする

（株主） ▲▲▲▲ ◆◆◆◆ ▲▲▲▲ ◆◆◆◆（株主）

（会社） Ａ Ｂ 769､771 Ｂ （親会社）→ （ ）

↑
Ａ （子会社）

株式会社または合同会社(767)

※合併と同様に株主総会特別決議等、反対株主・債権者保護の手続きが必要

(783､795､309②12､802①3)(785､786､797､798)(789､799､802②)

・株式移転(2-32)…新設会社との間で行う →完全親会社をつくり株主を移転する

（株主） ▲▲▲▲ ◆◆◆◆ ▲▲▲▲ ◆◆◆◆ （株主）

（ ）（会社） Ａ Ｂ (774) Ｃ 親会社→

（ ）Ａ Ｂ 子会社

※株式移転完全子会社は、株主総会特別決議、反対株主保護の手続きが必要

(804､309②12) (806､807)

４ 会社分割（ ）に関する契約と法務company split

●新設分割と吸収分割

Ａ社 ａ部門 Ａ社 ａ社

新設分割(2-30)

Ａ社 ａ部門 Ａ社

Ｂ社 Ｂ社 ａ部門
吸収分割(2-29)

（承継会社）

●物的分割と人的分割

（株主） ▲ ▲ ▲ ▲ （株主） ▲ ▲ ▲ ▲

Ａ社 ａ部門 人的分割 Ａ社 ａ社

物的分割 会社法には直接の規定がないため
Ａ社からの剰余金配当により実現する

（株主） ▲ ▲ ▲ ▲

＜会社分割の４類型＞
Ａ社 （ａ社の株主）

新設・物的分割 新設・人的分割

ａ社 吸収・物的分割 吸収・人的分割
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●会社分割手続き

分割契約締結 契約・計画 株主総会の特別決議 反対株主・ 分割の

分割計画作成 の事前呈示 または総社員の同意 債権者の保護 登記

(757､758､760) (782､794､803) (785～788､797 (923､924)

(762､763､765) 798､806～809)

(789､799､810)
●詐害的会社分割(759④､764④)

分割元に残る債務の債権者（残存債権者）を害する会社分割

①残存債権者を害する会社分割があったこと

要 件 ②分割会社の悪意（詐害事実の認識）

③設立会社・承継会社の悪意

当該債務の履行を請求できる
残存債権者 設立会社・承継会社

(承継財産の価額を限度とする)

●労働契約の承継（労働契約承継法）…労働者の権利保護

労働契約承継の定めあり 労働契約承継の定めなし

承継対象労働者 通知：要、異議申立不可 通知：要、異議申立可

その他 通知：要、異議申立可 通知不要、異議申立不可

Ⅴ 解散・精算

（定款所定の） 特別法上の原因
(471、472)

（ ）存続期間の満了 銀行免許取消など

解散事由の発生 任意解散 解散事由 強制解散 休眠会社のみなし解散

（株主総会の） (472)

解散決議 解散を命じる裁判

会社の合併 破産

合併における になれない 解 散 …法人格消滅のはじまり→業務中止

存続会社 →解散の申告・届出・登記

吸収分割の 会社の継続 破産手続きへ

承継会社 (473) 特別清算手続きへ(510～)

(474) …清算手続

結了まで 清 算 …残余財産の分配（債権債務の整理）

清算手続不要

大会社・公開会社は監査役も必要

清算中の会社…清算目的内で存続 その他の会社では任意(477)

株主総会…清算の目的の範囲内で 現業の結了

清算人…取締役に代わり業務執行 清算事務 債権取立・債務弁済

清算人会…すべての清算人で組織 (481) 残余財産の分配

代表清算人…清算中の会社の代表 清算結了 →決算報告→株主総会の承認→登記

(476､482､483､477､478､489) （清算役会）(507) (929)
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第14章 会社と従業員の関係

第１節 労働組合と使用者との関係

労働契約

従業員 企 業

「勤労者の団結する 適用

権利及び団体交渉 規制

その他の団体行動 労働三法労働基本権

をする権利 (憲28) (民法の特別法)」

労働基準法 労働組合法 労働関係調整法

労働契約法

労働安全衛生法 労働組合の結成･運営･活動 労働争議の調整に関する

の積極的な保護 労使間の自主的解決と

個別の労使関係について 労働三権の設定（団結権、 国家権力による鎮圧排除

労働者個人の保護を図る 団体交渉権、団体行動権） …労働委員会による調整

労働組合の 労働組合は、労働者の経済的地位の向上を目的に組織され、

、 。目的と運営 使用者の支配・干渉を受けず 民主的に運営されなければならない

、 。結成､加入､ 労働者は２人以上集まれば 労働組合を結成して組合活動を行える

脱退の自由 労働組合への加入･脱退は、各労働者の自由である。

不利益扱い 使用者は、労働組合を結成し、または結成しようとした者を

・支配介入 人事・給与等で不利益にあつかってはならず、

の禁止 組合の結成、運営に支配・介入してはならない。

労働組合の 労働組合は、労働組合または労働者のために、

団体交渉権 労使関係事項について、使用者と団体交渉する権利を有しており、

の尊重 使用者は団体交渉の申入れを正当な理由なく拒否してはならない。

労働協約を 労働組合は、団体交渉によって、労働条件その他の待遇について、

定める権利 使用者との間で、 を定めることができる。労働協約

●労働協約…労働組合と使用者との間で定めた労働条件などの取り決め

・合意事項を書面化し、両当事者が署名(記名押印)して成立。有効期限３年。

・効力関係： 原則当該労働組合員のみ法令＞労働協約＞就業規則＞労働契約

・労働者の3/4以上が適用者になった場合、他の者にも をもつ一般的拘束力
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不当労働行為 …労働者が、労働組合を結成し、使用者と交渉する権利の侵害

、…労働組合への不加入･脱退を条件とする労働契約黄犬契約

正当な組合活動などを理由とする不利益取扱い…低査定、解雇など

正当な理由がない団体交渉の拒否

…純粋に経営権に属する事項などは拒否できる

労働組合の結成、運営に関する支配介入および

労働組合の運営経費に対する経理上の援助

※次の場合は不当労働行為とならない

①労働時間中に団体交渉が行われた場合の賃金支給

②厚生資金または福利等の基金に対する寄附

③最小限の広さの組合事務所の供与

労働委員会の手続に関与したことを理由とする不利益取扱い

不当労働行為の救済手段 裁判所における救済

労働関係調整法

の設置 … 労使間の自主的で迅速な解決労働委員会

あっせんは調停の前段階に位置づけられる。

原則として学識経験を有する第三者が、争議中の労使の間に入って、あっせん

(10～16) 争点を調べ、助言や妥協点を見出すことにより解決を図る調整方法。

争議ごと､労働者･使用者･公益をそれぞれ代表する委員で構成される調 停

(17～28) 調停委員会が設置され、労使の対立点を聴取して調停案を作成し、

これを労使双方に示して受諾を勧告する調整方法。

争議ごと、公益委員だけで構成する仲裁委員会が設置され、仲裁裁定仲 裁

(29～35) を下す調整方法。仲裁裁定には、労使双方が、法的に拘束される。
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第２節 労働者災害補償保険法（労災保険法）

業務上の事由または通勤による

負傷､疾病､傷害､死亡等に対する労災保険

労働保険 迅速かつ公正な保護を行うため

雇用保険 (1)

社会保険

(広義) 年金保険（厚生年金・国民年金・共済年金）

社会保険 （老齢年金・遺族年金・障害年金）

(狭義) 医療保険（健康保険・国民健康保険・共済組合）
介護保険

目 的 労働保険 狭義の社会保険

医療の保証 労災保険 健康保険
給与所得者 （業務上、通勤途上） （業務外の疾病・傷害）
（被用者）

収入の確保 雇用保険（失業等） 厚生年金保険

自営業者 医療の保証 － 国民健康保険
など

収入の確保 － 国民年金

共 通 介護の保障 － 介護保険

業務遂行性…事業主の支配下・管理下

<目的> 業務起因性…業務と災害の因果関係

労働者の福祉の増進に寄与 業務災害に関する保険給付

保険事故

保険給付 通勤災害に関する保険給付

合理的な経路・合理的な方法

労災保険 二次保険診断等給付…脳・心臓疾患

社会復帰促進事業 移動

社会復帰促進等事業 被災労働者等援護事業 ・住居～職場

強制適用 安全衛生確保等事業 ・職場～職場

・単身赴任先

・事業の種類や規模を問わず、労働者が使用される事業に適用 ～帰省先

・労働者の地位、雇用形態、勤続年数などの区別なく適用

・不法就労の外国人労働者にも適用

法人の代表権や業務執行権を有する役員

原則適用しない 事業主と同居している親族

事業主

（参考）
高血圧や動脈硬化などの基礎疾患過度な労働負担が原因となって、

過労死 が悪化し、脳血管疾患や虚血性心疾患、急性心不全などを発症し、

永久的労働不能または死に至った状態

業務災害として、労災が認められるものも多い
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.
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第15章 企業活動と地域社会・行政等との関わり
第１節 反社会的勢力との関係の排除

１ 反社会的勢力の排除 ←コンプライアンス重視の流れ、企業防衛の観点

・暴力団対策法、暴力団排除条例、反社会的勢力被害防止指針

・社内体制の整備、対応マニュアルの策定、契約書の反社会的勢力排除条項

・警察その他関連機関との連携

＜企業が反社会的勢力による ＜暴力団排除条項（反社条項）＞

被害を防止するための指針＞ 契約書や取引約款に

基本原則 ①反社会的勢力が取引の相手方

①組織としての対応 となることを拒絶する旨

②外部専門家との連携 ②当該取引が開始された後に、

③取引を含めた一切の関係遮断 相手方が反社会的勢力である

④有事における民事と刑事の法的対応 と判明した場合に、契約を

⑤裏取引や資金提供の禁止 無催告解除できる旨

第２節 ビジネスと環境保全関連法

＜国連人間環境宣言〔環境に関する権利と義務〕より＞

人は、尊厳と福祉を保つに足る環境で、 現在及び将来の世代のため

自由、平等及び十分な生活水準を享受する 環境を保護し改善する厳粛な

基本的権利を有するとともに、 責任を負う。

幸福追求権（憲13条） 学説(通説)
環境紛争裁判では、

環 境 権
未だ認められない。

生 存 権（憲25条） 政府見解？

環境を破壊から守り、 環境を健全で恵み豊かなものとして維持

良い環境を享受しうる権利 することが人間の健康で文化的な生活に

欠くことのできないものであることを…

受忍限度論 ＜環境基本法３条より＞

企業 生産活動等 を超えた環境破壊 人の健康被害など受忍限度
発生

公害 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動

損害賠償の請求等 悪臭、土壌汚染、地盤沈下

（無過失責任も）

環境訴訟の形式 「大気汚染防止法 「水質汚濁防止法 「騒音規制法」」 」

「振動規制法 「悪臭防止法 「土壌汚染防止法」」 」

民事訴訟 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 など

行政訴訟 ＜環境保全にかかわる規制＞

ＣＳＲとしての環境保全 … 健全な活動をするための重要な基礎
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１ 環境保全に関連する法律

憲 法 条約・議定書 国際慣習法 ソフトロー

①現在＆将来世代の人間が健全で豊かな

環境の恵沢を享受し、将来へ継承する

②公平な役割分担の下、環境負荷の少ない環 境 基 本 法

健全な経済の持続的発展が可能な社会構築

③国際協調､社会の各構成員の役割の明確化､

環境保全の施策の総合的・計画的な推進

環境の個別の要素ごとの保全法

大気…大気汚染防止法、スパイクタイヤ粉じん防止法

自動車NOx・PM法、地球温暖化対策の推進に関する法律

水…水質汚濁防止法、湖沼水質保全特別措置法

土…土壌汚染対策法

保全の対象として特定の環境の要素を限定しないもの

自然保護関連…自然環境保全法、環境影響評価法

エネルギー関連…省ｴﾈﾙｷﾞｰ法､新ｴﾈﾙｷﾞｰ促進法､再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ促進法

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

ダイオキシン類対策特別措置法、ＰＣＢ特別措置法

廃棄物処理法

資源有効利用促進法 各種リサイクル法

循環型社会形成推進基本法…グリーン購入法

上乗せ条例…法と同一の目的で、同一の事項･対象をより厳しく規制
条 例

横出し条例…法と同一の目的で、類似･隣接の事項･対象も規制

２ 環境の個別の要素ごとの保全法（公害対策）

大気汚染 大気汚染防止法…工場等のばい煙・粉じん、自動車排ガスの規制

スパイクタイヤの粉じんの発生の防止に関する法律

自動車NOx・PM法…排出基準を充たさない自動車は登録できない

水質汚濁 水質汚濁防止法…公共用水域･地下水への排水等を規制

湖沼水質保全特別措置法…特定の湖沼を指定し特別水質保全対策

土壌汚染 土壌汚染対策法…状況調査と除去

地盤沈下 工業用水法…工業用水の合理的な供給、地下水の水源確保

建物用地下水の採取の規制に関する法律

騒 音 騒音規制法

振 動 振動規制法

悪 臭 悪臭防止法
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３ 保全の対象として特定の環境の要素を限定しないもの

…廃棄物の排出抑制と処理の適正化廃棄物処理法

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない

事業活動による廃棄物の事業者自身の責任において適切に処理する義務

（ ）容器包装リサイクル法 1997年４月施行

（ ）家電リサイクル法 2001年４月施行

（ ）個別の 食品リサイクル法 2001年６月施行

（ ）資源有効利用促進法 リサイ 建築リサイクル法 2002年５月施行

（ ）クル法 自動車リサイクル法 2005年１月施行

）小型家電リサイクル法(2013年４月施行

）ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ資源循環促進法(2022年４月施行

…廃棄物対策とリサイクルを総合的・計画的に推進循環型社会形成推進基本法

形成すべき「循環型社会」

天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会

①発生抑制、②循環的な利用(再使用、再生利用)、③適正な(最終)処分

廃棄物処理やリサイクルの責任者を明確にした。

・排出者責任：捨てようとする者が、捨てようとする物に責任をもつ

・拡大生産者責任：物を作る者は､その物のﾘｻｲｸﾙや処分まで責任をもつ

基本計画策定から実行までの枠組みを定めた。

グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の促進等に関する法律）

４ 環境関連法による企業に対する規制方法

都道府県知事等の

指導･助言･勧告

↓ 違法な

命令 損害賠償請求従わない場合の 環境汚染 被害

↓

罰則従わない場合の

無過失損害責任が規定された

環境保全関連法が多い刑 罰

５ 再生可能エネルギー促進法

一定量以上の新エネ電気利用義務
政 府 電気事業者Ａ：自ら新エネ発電

届出による確認
設備認定 肩代わり購入可能

新エネ電気買取義務
新エネ発電事業者 電気事業者Ｂ：自ら新エネ発電

固定価格(FIT制度)
ﾌﾟﾚﾐｱ上乗せ価格(FIP制度)

発電設備の

廃棄処理責任 …「解体等積立金 ：義務」
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＜環境保全に関する国際的動向＞

1972 ○「国連人間環境会議（ストックホルム会議 」開催）

「国連環境計画（ＵＮＥＰ 」設立）

○ローマクラブ「成長の限界」発表

1975 ○「ラムサール条約」発効

○「世界遺産条約」発効

○「ワシントン条約」発効

1985 ○「オゾン層保護のためのウィーン条約」発効

1987 ○「環境と開発に関する世界委員会(ＷＣＥＤ)」報告書発表

○「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」採択

1988 ○「気候変動に関する政府間パネル(ＩＰＣＣ)」設立

1992 ○「 」開催地球サミット

「環境と開発に関するリオデジャネイロ宣言」採択

「 」採択気候変動枠組条約

「生物多様性条約」採択

「森林原則声明」採択

「持続可能な開発のための人類の行動計画アジェンダ２１」採択

○有害廃棄物の国境を越える移動および処分の規制に関する

「バーゼル条約」発効

1993 ○「環境基本法」制定（※日本国内）

1996 ○環境マネジメントシステムの国際規格「 」発行ISO-14001

1997 ○気候変動枠組条約第３回締約国会議(COP3)開催

「 」採択…具体的な温室効果ガスの削減目標を定める京都議定書

1998 ○気候変動枠組条約第４回締約国会議(COP4)

「ブエノスアイレス行動計画」採択…京都議定書の早期発効を目指す

2002 ○「持続可能な開発に関する世界首脳会議(ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸﾞ･ｻﾐｯﾄ)」開催

○気候変動枠組条約第８回締約国会議(COP8)

「デリー宣言」採択…京都議定書の未批准国に、批准を強く求める

2005 ○「 」発効京都議定書

2006 ○「ｸﾘｰﾝ開発と気候に関するｱｼﾞｱ太平洋ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ｣第1回閣僚会議開催

（ ）2007 ○ＩＰＣＣ第４次報告 地球温暖化は人間のCO2排出に起因すると明言

○Ｇ８サミット（ポスト京都会議の議論、生物多様性確保の必要性）

2009 ○「地球温暖化防止コペンハーゲン会議」開催

各国首脳級の会談による「コペンハーゲン合意」採択

2010 ○「国際生物多様性年」

「生物多様性条約の第10回締約国会議（COP10 」開催）

「名古屋議定書 「愛知ターゲット」採択」

2015 ○気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)

「 」採択 …途上国を含めた全ての国が参加パリ協定

2019 ○「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」策定（日本→国連）
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第３節 社会福祉関連法

高齢者・障害者にとってより良い環境整備 高齢化社会の到来等

行政活動

各種の社会福祉法 ：障害者にとってバリアフリー

一般個人･民間企業 の生活上の障害(ﾊﾞﾘｱ)を取除く

：障害者･健常者ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ

ビジネス実務における社会福祉関連法 のどちらにも使いやすいﾃﾞｻﾞｲﾝ

、 （ ）高齢者 障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律 バリアフリー法

(1)

高齢者・障害者等が移動や施設を 社会における事物､制度､慣行､

利用する際の利便性・安全性の促進 観念その他一切の障害の除去

基本方針(3)

国の責務(4)、地方公共団体の責務(5)

施設設置管理者等の責務(6)…移動円滑化への適合義務(8)

国民の責務(7)

高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者居住安定法）

サービス付き高齢者向け住宅 賃貸住宅･有料老人ホーム 建物ごと（ ）

・状況把握サービス、生活相談サービス、その他の高齢者が に登録

日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する(5)

高齢者向けの優良な賃貸住宅への地方公共団体からの補助(45)

終身建物賃貸借制度(52)

・高齢者の終身にわたる住宅の賃貸事業においては、都道府県知事等の

認可を受け、公正証書による等書面により、賃借人の死亡を終期とする

建物賃貸借契約ができる。

盲導犬 訓練事業者の義務

身体障害者補助犬法 聴導犬 補助犬を使用する身体障害者の義務

介助犬 公共施設等での補助犬の受入れ義務

補助犬同伴の受け入れ義務がある場所

・公共施設や公共交通機関（電車・バス・タクシー等）

・不特定多数の人が利用する民間施設（商業施設･飲食店･ﾎﾃﾙ･病院等）

・国や地方団体などの事務所や従業員45.5人以上の民間企業

補助犬の同伴を受け入れる努力をする必要がある場所

・民間住宅 （短時間労働者や重度障害者は、

・従業員45.5人未満の民間企業 人とカウントする ）0.5 。

障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律（障害者差別解消法）

「不当な差別的取扱い」の禁止

「合理的配慮」の提供
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第４節 企業活動と行政の関わり

１ 行政手続法

行政立法・行政計画

行政強制、行政調査

行

政 命令等

行政庁 処 申請に対する処分 国 民

分 不利益処分

届出に対する対応

行政指導 事後的な救済

・行政不服審査制度

行政契約 ・行政事件訴訟制度

その他非権力的行政 ・国家賠償制度

・損失補償制度

行政手続法

命令等を定めようとする場合の意見公募手続

申請に対する迅速・公正な処理

不利益処分について理由の呈示や聴聞等の実施

不備なく要件に適合した届出が到達すれば、届出義務は履行

行政指導に従わないことによる不利益扱禁止、不従意思への継続指導禁止

２ 地方公共団体が制定する条例

独自の規制 …各地方の実情に合わせ 『法律の範囲内』で、制定できる。、

上乗せ条例…同じ目的で、更に厳しい規制を定めるもの

横出し条例…同じ分野でも、異なる目的で、更に範囲を広げて規制するもの
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第16章 国際法務（渉外法務）
第１節 国際取引に関する法的諸問題と対応のポイント

裁判地 …どの国の裁判所に訴えを提起できるか( )の問題国際裁判管轄

「 」を国際裁判管轄および準拠法の合意

。準拠法 …どの国の法を紛争解決 契約書に明確に記載することが望ましい

に適用するのかの問題

１・２ 裁判地と国際訴訟競合

同じ事件について、日本と外国で

国際裁判管轄は、各国の国内法による 同種の訴訟が同時に行われた場合

国際的訴訟競合

日本では、特段の事情がない限り 日本の裁判所は、一定の場合

民事訴訟法に従う。 訴え却下や審理中止の必要性

どの国にも裁判管轄がないことも

普通裁判籍 人に対する訴え

その住所が日本国内にあるとき

(民訴３の２) （住所不明の場合などは↓）

その居所が日本国内にあるとき

（居所不明の場合などは↓）

訴えの提起前に日本に住所を有していたとき

法人その他の社団または財団に対する訴え

その主たる事務所・営業所が日本国内にあるとき

（所在地不明の場合などは↓）

主たる業務担当者の住所が日本国内にあるとき

特別裁判籍 履行地が日本国内である契約上の債務に関する請求の訴え

請求の目的が日本国内にある財産権上の訴え

(民訴３の３) 行為地が日本国内である不法行為に関する訴え

日本国内にある不動産に関する訴え など

当事者は、合意により、 (民訴３の７①)

国際裁判管轄の合意 いずれの国の裁判所に訴えを提起することが

できるかについて定めることができる。

・一定の法律関係に基づく訴えに関し、書面

または電磁的記録によらなければ効力なし

・法律上または事実上、裁判権を行使できない

外国裁判所のみへ訴えの提起ができる旨の

合意は援用できない (民訴３の７②③④)
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３ 準拠法…紛争解決に適用する法（準拠法）は各国の国際私法による。

（法適用通則法） ←日本の国際私法法の適用に関する通則法

を採用している(7)当事者自治の原則

あらかじめ定めてない場合(8)

→契約に最も密接に関連する地の法( )を準拠法とする最密接関係地法

推定規定：給付当事者の常居所地の法

目的不動産の所在地の法

特則（例）

消費者契約(労働契約) 合意にかかわらず、消費者(労働者)側から

(11) (12) その常居所地の法とすることができる

合意がなければ、消費者等の常居所地の法

不法行為 原則、加害行為の結果が発生した地の法

(17) その地における結果の発生が通常予見することのでき

ないものであったときは、加害行為が行われた地の法

債権譲渡…譲渡にかかる債権について適用すべき法を

(23) 債務者・第三者への効力についても適用させる

※裁判地が客観主義を採用してれば、当事者合意が否定されることもある

４ 外国判決の執行

外国判決 → 執行裁判 → 執行判決 ＝債務名義

↓ ↓

× ◎

執行不能 執行の要件 執行可能

確定判決であること＋４要件 法令等で外国裁判所の裁判権が認められる

(民訴 ) 敗訴被告が訴状の送達等を適正に受けた118
日本における公序良俗に反しない

相互の保証がある
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５ 仲裁 書面または電磁的記録で行う

契約書「 」 （↑仲裁法 （↓ ）仲裁合意条項 13 14）

当事者は訴訟を提起できなくなる

仲 裁 紛争解決を、契約当事者が選定した第三者(仲裁人)の裁定に委ねる

メリット デメリット

①適任の専門家を選定できる ①判断基準の不透明性

②柔軟な手続が可能 ②上訴がない

③非公開 ③費用…必ずしも訴訟より

④スピーディな解決 安くはならない

⑤外国での執行が容易…執行判決不要

個別的仲裁…当事者が、個別に仲裁人を選任し、仲裁を付託する

→モデル仲裁規則( ： )の利用UNICITRAL 1976
制度的仲裁 国際商工会議所( )国際仲裁裁判所ICC

アメリカ仲裁協会( )AAA
(社)日本商事仲裁協会( )JCAA
中国国際経済貿易仲裁委員会( ) などCIETAC

仲裁合意の留意点 契約締結の段階で仲裁合意をするのか、否か

仲裁を唯一の紛争解決手段とするのか、否か

仲裁と国の専属管轄との抵触問題

仲裁地の選定

仲裁機関および仲裁規則の選定

仲裁人の数

仲裁人の言語
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Ⅱ アメリカの法制度

アメリカの私法体系 各州のロング・アーム法（ ）long arm statute
・裁判手続 自州とごくわずかしか関連しない取引関係でも

自州の裁判所に管轄を認め、外国企業を引きずり込む

連邦法…税務､破産等､海事､独占禁止､知財など →連邦裁判所

司法体系

州法…不法行為､契約､財産､会社､保険､刑事､家事等→州裁判所

裁判手続 ディスカバリー

…法廷審理に入る前に、原告･被告が保有する証拠

審理前手続 開示させる制度 → 不意打ち防止､迅速解決､和解

事実審理前協議

…裁判官が双方弁護士と争点整理等を行う

法廷審理…通常は、陪審による審理

契約法制 契約成立＝合意＋ 一方当事者のみが利益を享受する合意約因

→贈与は契約ではない は、法律上執行できる契約ではない。

→申込の意思表示は、

原則、いつでも自由に撤回できる

対外貿易…安全保障上の理由からの規制あり

特許権…他者の特許権の存在を知りながら悪意で行動した。

→故意侵害に該当し、損害額の３倍まで賠償額が増額される。

独占禁止法制 厳格な制裁、特にカルテルに関しては顕著

→個人への実刑、三倍賠償など

日米欧の協力体制とリニエンシー制度

→国際的取引も摘発（日本企業も）

ＰＬ法制…日本国内に比べはるかに大きい訴訟リスク

・製造物責任そのものの考え方に差異はない

・弁護士の成功報酬制度（ ）contingency fee system
→被害者には負担が少なく、泣き寝入りせずに訴訟

・さらに、懲罰的損害賠償制度、証拠開示制度(ディスカバリー)

陪審制度、クラスアクション(集団訴訟)

forum non cnviniens＜フォーラム・ノン･コンビニエンスの法理：アメリカ法＞

訴訟が提起された裁判所以外の裁判所のほうが、事件をより適切に審理できると考

えられるとき、訴えを提起された裁判所は、裁量によって本来有する管轄権の行使を

差し控え、訴えを却下することができる。
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（参考）中国の法制度

中華人民共和国の法体系・司法制度

法令体系 契約法

・法律(狭義)、行政法規、部門規則、 ・日本民法とも近いが細部で異なる

地方性法規･地方政府規則等の４種 ・ 種類の各種契約規定 など15
・統一民法典はなく分野ごとに存在

民法通則､物権法､担保法､契約法など

外商投資企業 貿易関連制度

三 中外合弁企業…共同出資持分会社 ・対外貿易権…届出により登録

資 出資比率に応じた利益配当 外商投資企業でも取得可

企 中外合作企業…共同出資持分会社 ・外貨管理…国家外貨管理局が行う。

業 出資比率と無関係に利益配当 資本収支項目の外貨取引は

外資企業… ％外資の持分会社 当局の許認可または届出100
外資投資株式会社…共同出資持分会社 ・加工貿易…原材料の輸入関税原則免除

外資投資ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ企業…法人格なし 事前に商務部門の許認可必要

不動産管理制度 担保制度

・土地の私有は認められない ５種類あり 保証

・土地使用権 抵当権

割当土地使用権 質権

払下土地使用権…外商投資企業 留置権

の工場建設 手付

・土地と建物は一体として処分

独占行為 製造物責任・消費者保護

独占禁止法 独占的協定(ｶﾙﾃﾙ) ・製品品質法…製造者の無過失責任

による規制 市場支配的地位濫用 ・販売者の三包責任(修理･交換･返品)

事業者の集中 ※近年は、消費者紛争も増加

知的財産制度 労務法制

・特許法…発明､実用新案､意匠 ・勤務開始日より1ｶ月以内に書面で契約

・商標法…先願主義､著名商標拒否等 ・使用期間は６ヵ月が上限

・著作権法…ｿﾌﾄｳｴｱの任意登録制度 ・競業避止義務設定は高級管理職等のみ

・不正競争防止法…営業秘密侵害規制 ・一定数以上の整理解雇は労組の意見を

※海外企業へのライセンス等取引には 聴取した上で労働行政部門に報告義務

政府関連機関の許認可､登録等が必要 ・労働紛争は仲裁を経ないと提訴不可

紛争解決制度

訴訟による紛争解決 仲裁による紛争解決

・二審終審で、各審理も速い ・中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)

・地方保護主義あり ・ﾆｭｰﾖｰｸ条約により仲裁採決の相互執行

・執行申立期間は２年 可能

・日本との相互執行条約なし
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第２節 国際取引に関する個別の法的諸問題

Ⅰ 国際取引における契約書作成上の諸問題

１ 契約締結の準備 ・相手方企業の調査

・適用法規の調査…日本で適法でも、現地では違法なことも

２ 契約書作成

１）様々な事態を想定して契約条件を ４）一般条項の整備

検討し、可能な限りﾄﾞﾗﾌﾄに盛込む ・契約期間、契約終了

２）先手をとっての第１次案の提示 ・不可抗力…英米法では免責なし

３）交渉過程における中間的な確認 ・秘密保持

・ﾐﾆｯﾂ･ｵﾌﾞ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(交渉議事録) ・完全合意…以前の合意に優先する

・ﾚﾀｰ･ｵﾌﾞ･ｲﾝﾃﾝﾄ､ (合意ﾒﾓ) ・支払、税金MOU
・譲渡

５）固有条項の記載 ・準拠法､国際裁判管轄､仲裁

権利義務を明確にしておく ・通知、修正

３ 代表的な国際取引契約とその諸問題

（１）国際売買契約 （２）国際販売代理店契約

(ｳｨｰﾝ売買条約)､ｲﾝﾀｰｺﾑｽﾞに規定 ・代理店( )か販売店( )かCISG Agent Distributor
・商品の特定(品質･数量) ・販売地域の指定

・売買金額･支払条件…信用状で決済 ・競業禁止規定…契約解消後の継続も

・引渡条件…ｲﾝﾀｰｺﾑｽﾞの用語を使用 ・最低販売義務…契約解除事由とも

・品質保証･瑕疵担保責任 ・契約期間、契約更新

・検査方法…瑕疵担保との関係 ・知的財産権…ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ使用やﾉｳﾊｳ供与等

（３）国際ライセンス契約 （４）秘密保持契約

知財のみならず営業秘密やﾉｳﾊｳ等にも ・秘密情報の定義

・ライセンス契約の対象 ・例外規定

・独占的許諾か非独占的許諾か ・情報開示義務

・ﾗｲｾﾝｽ料(ﾛｲﾔｲﾃｨ)…一括 出来高払い ・アクセス者の特定/
・秘密保持条項…ﾉｳﾊｳ､企業秘密なら ・期間

・強制執行･保全処分…漏洩防止措置

・派生発明の取扱い

・秘密情報の返却ないし破棄

・損害賠償額の予定
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Ⅱ 国際取引に関するその他の法的諸問題

１ 国際的な知的財産権の保護

（１）属地主義の原則

それぞれの国の法制度に従う属地主義の原則がとられるが、手続的に煩雑となり、

また、技術情報の国際的な保護が十分になされないおそれがあるため、以下のような

国際条約が締結され、属地主義を補完している。

（２）知的財産保護の国際化

特許、実用新案、意匠、商標、サービスマーク、

商号、原産地表示・原産地名称、不正競争の防止パリ条約

ＷＩＰＯ（世界知的所有権機関）管理機関…

内国民待遇…他の加盟国の国民にも自国民と同等の保護を与える。

優先権制度…いづれかの加盟国に出願し、優先権主張をすれば、優先

期間内の他の加盟国への出願も最初の日付が基準となる。

各国特許･商標権独立の原則…ある国での権利の発生や消滅は、

他の国での権利に影響を与えない。

国際出願制度…１つの手続きですべての国に出願特許協力条約（ＰＴＣ）

国際出願→国際調査→国際公開→(国内移行手続)

(国際予備審査)

国際登録制度…１つの手続きでマドリッド協定議定書（ﾏﾄﾞﾘｯﾄﾞ･ﾌﾟﾛﾄｺﾙ）

複数国に商標登録

ヘーグ条約 意匠の国際的な保護、日本未加盟

無方式主義

著作物の国際的保護の基本的な取り決め 内国民待遇ベルヌ条約

管理機関…ＷＩＰＯ

(内国民待遇)

知的財産の貿易関連の側面に関する協定 最恵国待遇ＴＲＩＰｓ協定

ＷＴＯ（世界貿易機関）管理機関…

欧州地域の制度 欧州特許条約（ＥＰＣ）

欧州共同体商標（ＣＴＭ）

（３）国際的知的財産権保護に関する個別問題…権利行使により阻止できるか

・特許権…使用地域除外の合意がないならできない。

並行輸入 ・商標権…ﾗｲｾﾝｽ契約地域外での製造は権利侵害となる

・著作権…並行輸入は著作権を侵害しない(著作権法 の２②)26

・知的財産権を侵害する物品は、輸入禁制品として、輸入差止め

模造品対策 ・輸入目的以外で、知的財産権を侵害する物品の移動に罰金

・経由国の税関に、輸入停止を申し立てる方法も…ｱﾒﾘｶなど
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２ 国際倒産
日本の倒産法の管轄 日本国内の債務者

(倒産処理手続の開始) (住所､居所､営業所など)

日本の倒産法の効力 外国にある資産

(破産､民事再生､会社更生)
外国裁判所による効力の承認

調整

・手続参加…外国資産からの弁済にかかわらず、

弁済前の債権全額について参加できる 抜け駆け的

・配当…外国資産からの弁済分を実質的に控除 弁済

外国の倒産法の効力 日本国内の資産

国際並行倒産 日本国内で日本法で、別途申し立てて同時進行

承認援助手続 外国倒産手続を日本で承認し日本裁判所も援助

３ 外国公務員への贈賄等の防止（ＯＥＣＤ外国公務員贈賄防止条約）

国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約 刑事罰あり

日本：不正競争防止法 外国公務員等への不正利益供給禁止(18､21②7､22①)…

米国：連邦海外腐敗防止法…行為の一部が米国内で行われた場合

英国：英国贈収賄防止法 ①贈収賄の相手方は公務員に限らない。

②贈収賄防止策を講じていない英国関連企業

③個人・法人への罰金に上限なし

＜ＷＴＯと国際通商問題＞

＜ ( )とは＞ 本部：ジュネーブ 物品理事会ＷＴＯ 世界貿易機関

自由で、円滑な国際貿易の実現を目的とした 総会－一般理事会 ｻｰﾋﾞｽ理事会

国家間取引のルールを扱う唯一の国際機関 その他 知財理事会

専門委員会や作業部会

３ 最恵国待遇 特定加盟国に与えた優遇措置は、自動的に他の同盟国にも
つ
の 内国民待遇 内国の生産品と加盟国からの輸入品とを平等に扱うべき
原
則 数量制限の 人等の生命･健康の保護や天然資源の保存に必要でない限り、

一般的廃止 ある生産品の輸入量を規制して自由貿易を妨げることを禁止

その後のﾊﾟﾈﾙ検討を経た報告･採択等４ 国際的紛争解決 当事国間の協議､
つ
の 加盟国の貿易政策の分析 分析が実質的な監視となり、協定の結束力を向上
機
能 ＷＴＯ協定の見直し 実情に合わせ、不都合な部分を修正する。

訓練や技術支援活動 取引円滑化のため、不慣れな加入国に対して行う


